
2013年 10月 1日以降補償開始契約用
(2015年 10月 版)

AIU損害保険株式会社
この説明書の「契約概要」は、こカロ入に際して特にこ確認いただきたい事項を記載しています。必ずこ―読のうえ、大切に保管してください。

なお、「注意喚起情報」は、こカロ入に際してこ加入依頼者にとつて不利益になる事項など、特にこ注意いただきたい事項を記載しています。こカロ

入前に必ずお読みいただいたうえでお申し込みください。また、この説明書は、こカロ入いただく保険に関するすべての内容を記載しているもの

ではありません。詳細につきましては、こ契約者である団体にお渡しする保険約款によりますが、こ不明な点につきましては、「バンフレッ日

記載の取扱代理店または弊社までお問い合せください。

1.商品の仕組み

②関連会社・提携会社を含む各種商品やサービスのこ案内 提供、
こ契約の維持管理

③弊社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務

(2)個人情報の提供
あらかじめこ本人が同意されている場合のほか、次の場合にこ本人
の個人情報を外部に提供することがあります。

①利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部 (弊社代
理店を含みます。)へ委託する場合

②再保険(再々保険以降の出再を含みます。)のため、再保険を取り

扱う他の会社に提供する場合

③こ本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する制度に

登録するなど、保険制度の健全な運営に必要と考えられる場合
④事故発生の際、この保険契約および保険金請求に関する事項に
ついて損害保険会社などの間で確認する場合 (同一の損害または

費用に対して他の保険契約などがあり、損害保険会社などに求償
するために確認する場合を含みます。)

⑤保険金のお支払いのために必要な範囲において、保険事故の関
係者 (当事者、医療機関、修理業者など)に提供する場合

⑥その他法令に根拠がある場合
(3)個人情報の取扱しヽこ関するお問合せ先

Al∪お問合せ窓口 :電話 0120-336-112(通 話料無料)

(受付時間 :土 日 祝日 年末年始を除く 午前 9時～午後 5時 )

弊社の個人情報の取扱い(プライバシーポリシー)の詳細は、弊社
ホームページをこ覧ください。

(∪ RL:http://www alu co ip)

2.「バンフレッ同にてこ確認いただく事項

4.脱退 (解約)と返還保険料について

こ加入後、保険契約より脱退 (解約)される場合は、取扱代理店または

弊社にお申し出ください。脱退 (解約)の条件により、保険料を返還また
は未払込保険料のこ請求をさせていただくことがあります。返還保険料
計算方法は、弊社のホームページにてこ確認ください。

(∪ RL http://wwvv alu co ip/indiVidua1/policydoc/rp)
1.こカロ入時およびこ加入後のこ注意

1.「バンフレッHにてこ確認いただく事項

(1)こ加入手続きの方法は「バンフレット」にてこ確認ください。団体契
約の最終加入者が確定後に、加入依頼者の方宛にtll入者証をお届
けします。「バンフレット」はこカロ入プランに印をつけて、加入者証
が届くまでの間、この説明書とともに必ずお手元に保管してください。

(2)次の補償 特約などをこ契約される場合で、既にこ加入の別の保
険契約にてこれらと同種の補償をセットされている場合には、補償
が重複することがあります。こ契約前に、補償内容を十分こ検討く
ださい。
[個人賠償責任補償・育英費用補償・携行品損害補償 学校管理
下動産補償など]

(3)こ加入時または補償期間 (保険期間)開始日後に、「自動車運転者」
「建設作業者」「農林漁業作業者」「採鉱 採石作業者」「木・竹・草
。つる製品製造作業者」のうち、いずれかの職業に継続的に従事さ
れる生徒・学生の方は、取扱代理店までこ連絡ください。

(4)こ継続の際、保険金こ請求状況などにより、お引受けをお断りした
り、こ加入プランを制限させていただくことがあります。

(5)弊社の損害保険募集人は、保険契約締結の代理権を有しています。

(6)こ加入後に住所変更 転校・転園をされた場合、または団体の構
成員 (会員)でなくなつた場合は、取扱代理店または弊社までこ連
絡ください。住所のこ通知がない場合、重要なお知らせがお届け
できなくなる場合がありますので、こ協力をお願いします。また、

団体の構成員 (会員)でなくなつた場合は、補償を継続できなくなる
ため、必ずこ連絡ください。

3.保険会社破綻時の取扱い

2.重大な事由による脱退 (解除)

4.個人情報の取扱い

次のいずれかに該当する事由がある場合には、こ契約および特約を解

除することがあります。

①多重契約により被保険者 (保険の対象となる方)の保険金額 (こ契約金

額)が著しく過大になる場合

②保険契約者、被保険者または保険金受取人が、保険金を支払わせる

目的で事故などを起こした場合

③保険契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その

他の反社会的勢力に該当すると認められた場合

④被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行つた

この保険は団体をこ契約者とし、団体の構成員等を被保険者 (保険の対

象となる方)とする団体保険契約です。

保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は契約者である

団体が有します。こ加入される保険の名称、契約者となる団体名等につ

きましては、「バンフレッ日 助日入依頼書」などをこ参照ください。

(1)補償の内容

①保険金をお支払いする場合 ②保険金をお支払いできない主な場合

(注 )補償が開始される以前に被つたケガや病気の影響で症状が重
くなつた場合は、その影響がなかつた場合に相当する金額を

決定し、保険金の一部を削減してお支払いする場合があります。

(2)セットされている主な特約およびその概要
(3)補償期間(保険期間)

(4)この保険にこカロ入いただく際の保険料、保険料の払込方法

3.満期返れい金および配当金

この保険には、満期返れい金および契約者配当金はありません。

(1)補償を開始する日(保険責任開始日)

(2)保険金をお支払いできない主な場合
(3)死亡保険金受取人 (法定相続人となります。変更はできませんので、

こ了承ください。)

2.クーリングオフ(契約申込みの撤回)

この保険は、クーリングオフの対象ではありません。

(1)保険契約を引き受けている損害保険会社の経営が破綻した場合に
は、保険金の支払いや解約時の返還保険料などの支払いが一定期
間凍結されたり金額が削減されることがあります。

(2)損害保険会社の経営が破綻した場合に備えた保険契約者保護の仕
組みとして「損害保険契約者保護機構」があります。この保険は「損
害保険契約者保護機構」の補償対象種目であり、補償割合は次のと
おりです。

①保険期間(保険のこ契約期間)が 1年以内の場合 :保険金、解約

時の返還保険料などは原則として80%(破綻保険会社の支払停止

から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金に
ついては100%)まで補償されます。

②保険期間が 1年超の場合 :保険金、解約時の返還保険料などは

原則として90%まで補償されます。ただし、引受保険会社の経営

が破綻した時点で、保険料等の算出基礎となる予定利率が高い

場合|コよ、契約条件によ鋪 償害」合が90%を下回ることがあります。

弊社は、契約者である団体より加入依頼書に記載された個人情報を取

得します。弊社における個人情報の取扱いは次のとおりです。 (共同保

険契約の場合、各引受保険会社における個人情報の取扱いにつきまし

ては、各社のホームページをこ覧ください。)

(1)個人情報の利用目的

弊社はこのこ契約に関する個人情報を以下の目的のため利用します。

①各種保険契約のお引受け、こ継続・維持管理、保険金 給付金

などのお支払い

C-000679(2017-11)

場合 など

なお、この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできません。

また、既に保険金をお支払いしていた場合には、その保険金を返還して

いただくことがあります。

～こカロ入前に必ずお読みください～
こども総合保険、普通傷害保険、自転車総合保険

G16-1181

●

契 約概 要

その他のこ注意



3.事故が起きた場合

(1)保険金お支払いまでの流れ (こ請求の内容や事故の状況などによつては異
なった流れとなる場合があります。)

■:

①     お客さまがおケガをさInた 時のこ様子、治療状

況などについて、取扱代理店または弊社までご
1事故のこ連絡   連絡ください .

)譲雲黎庭想⑮鱈〔ζ]をL婁賦話摯]T｀
保

保険金請求書などへのこ記入、診断書などのこ
手配をいただき、こ提出ください。

[ぎ咆装内容の確認〕優駿茎あ星看瞥どこ1亀彗重雛
す。

II客
きまlCズ    ム豊拡基畠、ぉ支払先などをお客さまに書面で

3)1藻頑塁おお塾取り3羹誌11お¥輩」菱表足ぎ晨

インターネットによる事故受付けも行つています。詳しくは弊社ホームペー

ジをこ覧ください。 (∪ RL http://www aiu co ip)

(2)事故発生時のこ注意

①事故が起きた場合は、事故が起きた日からその日を含めて30日

以内に取扱代理店または弊社にこ連絡ください。

②高度障害状態などの事情により、被保険者が保険金を請求でき

ない場合は、所定の条件を満たす配偶者または親族の方が被保

険者の代理人として保険金の請求を行うことができます。

③正当な理由なく30日 以内に事故発生のこ通知をいただけない場

合や、弊社に事故の内容をこ通知いただく際知つている事実を告

げなかつた場合、または事実と異なることを告げた場合などには、

弊社がそれによつて被つた損害の額を差し引いて保険金をお支払

いすることがありますので、こ注意ください。

(3)保険金の請求手続き

保険金のこ請求に必要な主な書類は次のとおりです。(お支払いす

る保険金の種類や事故の内容または損害の額などにより異なります。

また、保険金のこ請求内容により、こ提出いただく書類の一部の省

略が可能な場合があります。)

なお、弊社が行う調査へのこ協力をお願いする場合がありますので、

あらかじめこ了承ください。

各 保 険 金 共 通
保険金の請求書、傷害状況報告書、医療情報 個人
情報に関わる調査の同意書、 (必要に応じて)印鑑証
明書、保険証券

1事1故の発生状況や、
1保 険金お支払いの
対象となる事故か
を 確 認 す る書 類

事故の種類や発生場所ことに、公の機関 (やむを得な
い場合は第三者)の発行する証明書 (交通事故証明書、
盗難 焼失など公的機関が発行する証明書 など)

免許証などの資格証明書 など

死亡を確認する書類 死亡診断書、除籍謄本/戸籍謄本 など

後遺障害の程度を
確 認 す る 書 類

後遺障害診断書、検査資料 (画像 病理等の臨床検
査記録)など

入院 手術 通院の
状況を確認する書類

傷害診断書、治療費用領収書または診療報酬明細
書 など

を
類

人
書

続
る

相
す

定
認
一

法
確
一

法定相続権者からの委任状、戸籍謄本、印鑑証明
書 など

1保 険‐金の代理請求
を確 認 す る書 類

代理請求者の資格確認書類 (戸籍謄本、印鑑証明
書 など)

(4)保険金こ請求の期限 (時効)

保険金請求権には時効 (3年)があります。契約の満期・終了の場

合は、保険金の請求漏れがないか、こ確認ください。

(5)保険金お支払いの時期

(3)に記載する必要書類が揃つた日(請求完了日)からその日を含

めて30日 以内に、おケガの程度や保険金のお支払対象となる事故

か否かなど、保険金のお支払いに必要な確認を終えて、保険金を

お支払いします。ただし、下記の表の①～⑤の照会、調査が必要

な場合は、請求完了日からその日を含めて下記の表中に定める日

数を経過する日までに保険金をお支払いします。その場合は、別途

お客さまにこ案内します。なお、被保険者 (保険の対象となる方)ま

たは保険金を受け取るべき方が、正当な理由なく調査を妨げたり、

必要な協力を行わないなどにより調査が遅延する場合は、それによ

り遅延した期間は下記の表中の日数には算入されません。

(6)同一の補償を提供する他の保険契約がある場合の保険金お支払方法

入院保険金のように予め定められた日額をお支払いするのではなく、

被保険者の被つた実際の損害に対して保険金をお支払いする携行
品損害やケガの治療費などについては、他に同一の損害に対して補
償を受けられる保険 (共済を含みます。)がある場合でも、弊社は独
立して保険金をお支払いします。ただし、弊社が保険金をお支払い

する前に他の保険により保険金が支払われるときは、その金額を損

害額から差し引いて保険金をお支払いします。 (万一、他の保険契

約および弊社より重複して同一の補償を受けた場合には、弊社が支

払つた保険金を返還していただくことがあります。)

(7)賠償金額の決定について

賠償責任に対する補償については、被害者 (事故の相手方)に対す
る賠償金額の決定にあたり、事前に引受保険会社の承認が必要で

す。被害者からの損害賠償請求に対して、保険会社は特段の定め

がない限り、被害者との示談、調停等の法律行為を行うことはでき

ませんが、その解決にあたるための助言、協力を行います。

(3)被害者 (事故の相手方)の先取特権

賠償責任に対する補償については、被害者 (事故の相手方)に先取

特権 (被保険者に他の債権者がいる場合であつても、被害者が保険

金から優先的に賠償金の支払いを受けられる権利)があります。

4.共同保険について

こ契約が共同保険契約である場合、弊社は「共同保険に関する特約」に

基づき、他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社

はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上

の責任を負います。

こ契約の内容について～こカロ入内容確認事項～

この「こ加入内容確認事項」は、こ加入いただく保険契約の内容がお客
さまのこ希望に沿つた内容であること、こ加入いただく上で特に重要な
事項の欄に正しくこ記入いただいていることを確認いただくためのもの
です。
(1)今回こカロ入いただく保険契約は、ケガによる死亡・後遺障害や入院

・通院などを補償する保険です。以下の点でお客さまのこ希望通り
の契約内容となつていることをD(ンフレット」でこ確認ください。
こ希望通りの契約内容になつていない場合は、「バンフレット」など
に記載の取扱代理店または弊社までお申し出ください。
○保険金のお支払い事由(主契約、セットしている特約を含みます。)(注 )

○補償金額 (保険金額) ○補償期間(保険期間) ○保険料
(注)既にこ加入されている他の保険契約と補償が重複する場合が

ありますので、その保険契約の補償内容も合わせてこ確認くだ
|

さい。
(2)「加入依頼書」の記載事項、特に被保険者 (保険の対象となる方)の

「氏名」「生年月日」日生別」を正しくこ記入されているかこ確認くだ
さい。 (万一、記入漏れ、記入誤りがあつた場合は、加入依頼書の
訂正が必要になります。)

IP電話をこ利用の場合、IP電話の設定により通話料無料の電話番号がこ利用に
なれない場合があります。

事故の原因や状況、おケガの程度や治療内容、
いの対象となるか否かなどを確認するための、
どの公の機関による捜査 調査結果の照会

事故の原因や状況、おケガの程度や治療内容、保険金お支払

後遺障害の内容、およびその程度を確認するための、医療機
関による診断、専門機関による認定審査の結果の照会

保険金お支払
警察、消防な

棧鱚離躍 離騒嵯島7絲怨ぁは
機｀

災害救助法が適用された地域において、事故の原因や状況、
おケガの程度や治療内容、保険金お支払いの対象となるか否
かなどを確認するための調査

日本国外での事故など、日本国内で必要な確認がとれない場
合の、日本国外における調査

1 保険に関するお問合せ こ相談 苦情

○「バンフレッ日に記載の取扱代理

店または弊社営業部支店の電話

番号までこ連絡ください。

○また、本店へお電話いただく際
は右記までこ連絡ください。

Al∪保険会社 本店
電話 :0120-338-566(通 話料無料)※

(受付時間 1午前 9時～午後 5時

土 日 祝日 年末年始を除く)

2 事故のこ報告・保険金のこ請求

P(ンフレッ日に記載の取扱代理店
または右記AI∪ 事故受付センター
までこ連絡ください。

(注)事故以外の各種お問合せは
上記 1へお願いいたします。

AI∪事故受付専用ダイヤル

電話 :0120-019016(通話料無料)※

(受付時間 124時間365日 )

3 弊社の契約する指定紛争解決機関

弊社との間で問題を解決できない

場合には、法律に定められた指定
紛争解決機関である一般社団法人
保険オンブズマンに解決の申立て
を行うことができます。詳細は

右記ホームページをこ覧ください。

保険オンブズマン

電言舌:03-5425-7963
(受付時FB5:午前 9時～ 12時、午後 1時～ 5時

土 日 祝日 年末年始等を除く)

ホームページ :httpノ/www hoken ombs ori

※こ不明な点については、取扱代理店または弊社までお問い合せください

C-000679(2017-11)

180日

G16-1181

お問合せ先


